
 

藤枝市制施行70周年・サッカーのまち100周年ロゴマーク使用取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、藤枝市制施行70周年・サッカーのまち100周年ロゴマーク（以下「ロゴマー

ク」という。）を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（ロゴマークの定義） 

第２条 この要領においてロゴマークとは、別図のとおりとする。 

（使用承認申請等） 

第３条 ロゴマークを使用する場合は、あらかじめロゴマーク使用承認申請書（第１号様式）を実

行委員長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、使

用承認申請を省略することができる。 

(1) 藤枝市が発行する印刷物（主催・共催）、ウェブサイト等において使用する場合 

(2) 藤枝市制施行70周年・サッカーのまち100周年実行委員会の構成団体が使用する場合 

(3) 藤枝市が補助金を交付している団体、または事務局を務める団体が使用する場合 

(4) 報道機関が藤枝市制施行70周年・サッカーのまち100周年の報道又は広報の目的で使用する

場合 

２  使用承認は、ロゴマーク使用承認書（第２号様式）により承認するものとする。ただし、次

のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの利活用の趣旨に反するものとして承認しないものと

する。 

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めたとき。 

(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのような誤解を与えるおそ

れがあるとき。 

(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。 

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

(5) 市の品位を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがあると認められるとき。 

 (6) その他承認することが不適当であると認めたとき。 

３ ロゴマークは無償で使用できるものとし、原則電子データでの提供とする。 

４ 周年期間（令和６年１月１日～12月31日）に実施する事業においては、周年期間前に発行する

告知・募集チラシ等へロゴマークを使用できるものとする。 

（使用上の遵守事項） 

第４条 ロゴマークを使用する場合は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 定められた形、比率、色などを変えることなく使用すること。 

(2) ロゴマークの一部分のみの使用､又は他の図形、文字等と重ねて使用してはならない。 

(3) 承認された用途のみに使用し、実行委員長が指示する使用条件に従うこと。 

（見本品の提出） 

第５条 ロゴマークの使用承認を受けた者は、ロゴマークの見本品等を速やかに実行委員長に提出

しなければならない。ただし、提出困難なものについては、その写真の提出をもって代えること



 

ができる。 

（承認内容の変更） 

第６条 ロゴマークの使用承認を受けた者が、ロゴマーク使用承認通知書の承認内容について変更

しようとするときは、あらかじめ、ロゴマーク使用承認内容変更申請書（第３号様式）を実行委

員長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（承認の取消し） 

第７条 実行委員長は、ロゴマークの使用がこの要領又は承認内容に違反していると認められた場

合は、当該承認を取り消すことができる。 

２ 前号の承認の取消しは、ロゴマーク使用承認取消通知書（第４号様式）をもって通知する。 

３ 前２号の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以降、当該承認に

係る物件の使用、配布、掲示、販売等をしてはならない。 

（使用期間） 

第８条 ロゴマークの使用期間は、使用を承認した日から、令和６年12月31日までを限度とする。 

（補則） 

第９条 この要領に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関して必要な事項は、その都度別に定

める。 

附 則 

この要領は、令和５年10月26日から施行し、令和６年12月31日限り、その効力を失う。 



 

 

別図 

藤枝市制施行 70周年・サッカーのまち 100周年ロゴマーク 

 

市制施行70周年・サッカーのまち100周年ロゴマーク（以下「ロゴマーク」という。）

は以下のとおりとする。なお、ロゴマークを使用するときは、藤枝市制施行70周年・サ

ッカーのまち100周年ロゴマーク使用取扱要領のほか次の条件により使用する。 

 

１ 定められた形、比率、色などを変えることなく使用すること。 

２ ロゴマークの一部分のみの使用､又は他の図形、文字等と重ねて使用してはならない。 

３ その他の展開パターンも上記と同様のとおりとする。 

 

【基本デザイン】                     【縦展開】  

  

 

 

【横展開】 

 

 


